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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
実験室環境の中でのサンプルテスト結果およびそれぞれの結果コンテキスト情報の品質管
理のシステムであって、
該システムが、少なくとも１台の分析装置（２０）と、バーコードスキャナ（３０）と、
管理装置（１０）とを備え、
前記少なくとも１台の分析装置（２０）が、サンプルに対して少なくとも１つのテストを
実行し、少なくとも１つのサンプルテストの受け取られたサンプルテスト結果をそれぞれ
の結果コンテキスト情報とともに前記管理装置（１０）にアップロードするように構成さ
れ、
前記結果コンテキスト情報が、前記少なくとも１つのサンプルテストに使用される試薬パ
ッケージの試薬ロット番号と、前記サンプルテストと関連してなされる品質管理測定に使
用される品質管理材料の品質管理ロット番号と、前記サンプルテストと関連してなされる
較正の目的に使用される較正器材料の較正器ロット番号と、較正器ステータスと、前記分
析装置のサンプルテスト測定時に有効な較正器曲線とを含んでおり、
前記バーコードスキャナ（３０）が、それぞれの試薬パッケージ、それぞれの品質管理パ
ッケージおよびそれぞれの較正器パッケージで利用可能である二次元バーコードであって
、試薬ロット情報、品質管理情報および較正器ロット情報を前記結果コンテキスト情報の
追加の部分として提供する二次元バーコードからバーコード情報をスキャンするように構
成され、さらに、スキャンされたバーコード情報を前記管理装置（１０）に転送するよう
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に構成され、
前記管理装置（１０）が、データ交換のために前記少なくとも１台の分析装置（２０）と
接続され、前記管理装置（１０）が、
サンプルテスト結果およびそれぞれの結果コンテキスト情報を保存し、要求に応じて表示
し、
前記それぞれの結果コンテキスト情報の少なくとも１つの項目として、試薬材料、品質管
理材料および較正器材料のうちの少なくとも１つの実際の在庫と動的に比較できる少なく
とも１つの最小値を事前に決定し、
それぞれの材料の前記実際の在庫が、それぞれの材料の再充填についての所定の計画に従
って、所定の最小値と一致したらすぐに、信号出力と、試薬材料、品質管理材料および較
正器材料のうちそれぞれの１つの再発注とのうち少なくとも１つを開始するように構成さ
れていることを特徴とするシステム。
【請求項２】
システムが、測定済みのサンプルを保管するように構成された少なくとも１台の後分析装
置、および／または分析装置（２０）のためにサンプルを準備するように構成された少な
くとも１台の前分析装置をさらに備え、後分析装置および／または前分析装置がデータ交
換のために管理装置（１０）に接続されてなる請求項１記載のシステム。
【請求項３】
管理装置（１０）が、管理装置（１０）のデータベースの中に記憶されているサンプルテ
スト結果およびそれぞれの結果コンテキスト情報へのアクセスを提供し、このようにして
ユーザが患者に属する１つまたは複数のサンプルのサンプルテスト結果およびそれぞれの
結果コンテキスト情報を取り出すことができるようにするグラフィカルユーザインタフェ
ースを備える請求項１記載のシステム。
【請求項４】
患者の１または２以上のサンプルの全サンプルテスト結果およびそれぞれの結果コンテキ
スト情報を要求に応じて示すように構成された結果コンテキスト表示画面をさらに備える
請求項３記載のシステム。
【請求項５】
実験室環境の中でサンプルテスト結果およびそれぞれの結果コンテキスト情報を管理する
管理装置であって、
該管理装置（１０）は、
サンプルテスト結果およびそれぞれの結果コンテキスト情報を保存するためのデータベー
スと、
サンプルテスト結果およびそれぞれの結果コンテキスト情報を要求に応じて表示できる出
力手段と、
少なくとも１台の分析装置（２０）からサンプルテスト結果およびそれぞれの結果コンテ
キスト情報を受信できる接続手段と、
前記それぞれの結果コンテキスト情報の少なくとも１つの項目として、試薬材料、品質管
理材料および較正器材料のうちの少なくとも１つの実際の在庫と動的に比較される少なく
とも１つの最小値を事前に決定することができ、それぞれの材料の前記実際の在庫が、そ
れぞれの材料の再充填についての所定の計画に従って、所定の最小値と一致したらすぐに
、信号出力と、前記試薬材料、前記品質管理材料および較正器材料のうちそれぞれの１つ
の再発注とのうち少なくとも１つを開始することができる手段とを備えており、
前記結果コンテキスト情報が、前記少なくとも１つのサンプルテストに使用される試薬パ
ッケージの試薬ロット番号と、前記サンプルテストと関連してなされる品質管理測定に使
用される品質管理材料の品質管理ロット番号と、前記サンプルテストと関連してなされる
較正の目的に使用される較正器材料の較正器ロット番号と、較正器ステータスと、前記分
析装置のサンプルテスト測定時に有効な較正器曲線とを含んでいることを特徴とする管理
装置。
【請求項６】
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実験室環境の中でのサンプルテスト結果およびそれぞれの結果コンテキスト情報の品質管
理の方法であって、
少なくとも１台の分析装置（２０）によって少なくとも１つのサンプルに対し少なくとも
１つのテストを実行する工程と、
前記少なくとも１台の分析装置（２０）から、データ交換のために少なくとも１台の分析
装置（２０）に接続された管理装置（１０）に、少なくとも１つのサンプルテストの対応
するサンプルテスト結果をそれぞれの結果コンテキスト情報とともに転送する工程であっ
て、
前記結果コンテキスト情報が、前記少なくとも１つのサンプルテストに使用される試薬パ
ッケージの試薬ロット番号と、前記サンプルテストと関連してなされる品質管理測定に使
用される品質管理材料の品質管理ロット番号と、前記サンプルテストと関連してなされる
較正の目的に使用される較正器材料の較正器ロット番号と、較正器ステータスと、前記分
析装置のサンプルテスト測定時に有効な較正器曲線とを含んでいる工程と、
それぞれの試薬パッケージ、それぞれの品質管理パッケージおよびそれぞれの較正器パッ
ケージで利用可能である二次元バーコードであって、試薬ロット情報、品質管理情報およ
び較正器ロット情報を前記結果コンテキスト情報の追加の部分として提供する二次元バー
コードからバーコード情報をスキャンする工程と、
サンプルテスト結果およびそれぞれの結果コンテキスト情報を記憶する工程と、
サンプルテスト結果およびそれぞれの結果コンテキスト情報を要求に応じて表示する工程
と、
所定の最小値に関して、それぞれの結果コンテキスト情報の少なくとも１つの項目として
、試薬材料、品質管理材料および較正器材料のうちの少なくとも１つの実際の在庫を動的
に制御する工程と、
所定の実行計画予定にしたがって、それぞれの材料の前記実際の在庫が、所定の実行予定
に従って、所定の最小値と一致する場合、信号出力、ならびに試薬材料、品質管理材料お
よび較正器材料のうちそれぞれの１つの再発注のうち少なくとも１つの処置を開始する工
程と、
を含む方法。
【請求項７】
コンピュータプログラムが請求項５記載の管理装置（１０）の中に統合または結合される
、コンピュータ上で実行されるときに、請求項６記載の方法を実施するために適したプロ
グラムコードとともに、コンピュータプログラムがそこに記憶されるコンピュータプログ
ラム製品。
【請求項８】
コンピュータプログラムが請求項５記載の管理装置（１０）の中に統合または結合された
コンピュータ上で実行されるときに、請求項６記載の方法を実施するために適切であるプ
ログラムコード付きのコンピュータプログラム。
【請求項９】
コンピュータプログラムがその上に記憶されたコンピュータ可読媒体であって、コンピュ
ータプログラムが請求項５記載の管理装置（１０）の中に統合または結合されたコンピュ
ータ上で実行されるときに、請求項６記載の方法を実施するために適したプログラムコー
ドを備えることを特徴とするコンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、実験室環境の中でサンプルテスト結果およびそれぞれの結果コンテキスト情
報を管理するシステムおよび方法に関する。さらに、本発明は、サンプルテスト結果およ
びそれぞれの結果コンテキスト情報を管理する管理装置に関する。また、本発明は、適切
なコンピュータプログラム、コンピュータプログラム製品およびコンピュータ可読媒体も
参照する。
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【背景技術】
【０００２】
　臨床検査室は、日々数百から数千の患者サンプルテストを生じさせている。報告された
正常範囲外のテスト結果またはデルタチェック違反等の他の異常の場合、要求者はおそら
くたとえば薬物療法のような適切な処置を開始している。これは非常に微妙な領域である
ため、実験室は潜在的な傷害の場合、または告発された場合には長期間に渡って患者のサ
ンプルテスト結果を保管しなければならない。このような期間は最長１５年に及ぶことも
ある。
【０００３】
　したがって、該当する実験室は、たとえば特定分析装置によってある特定の患者のサン
プルテスト結果がどのようにして、およびどのような条件下で生成されたのかを要求に応
じて検証するために、純粋な患者のサンプルテスト結果の他に、それぞれの結果コンテキ
スト情報もやむなく保存している。この完全な情報、つまり患者サンプルテスト結果およ
び対応するサンプルテストコンテキスト情報は、要求に応じて、該当する実験室が国家規
制、国際規格または内部品質ＳＯＰ（標準操作手順書）にしたがって活動していることを
論証するために記録されなければならない。
【０００４】
　特定の患者サンプルテスト用に使用される各試薬パッケージには、試薬ロット番号が関
連付けられている。同様に、特定の分析装置が管理下にあるかどうかを確認するために品
質管理測定に使用される管理材料は、品質管理ロット番号に関連付けられている。較正の
ために使用される較正器も、較正器ロット番号と関連付けられている。
【０００５】
　加えて、実験室は、実験室が要求に応じて患者サンプルに対して特定のテストをつねに
実行できるように、言及された異なる材料の、すなわち品質管理材料の、および較正器の
所定の貯蔵器をつねに提供しなければならない。実験室環境の中では、それらの材料がつ
ねに十分な所定量で入手できることは、安全性のために非常に重要である。
【０００６】
　異なるロット番号は、前述した結果コンテキスト情報の中に含まれ、したがって対応す
るサンプルテスト結果と直接的に関連付けられている。
【０００７】
　現在、サンプルテスト結果およびそれぞれの結果コンテキスト情報は、たとえばホスト
システム、分析装置、または用紙のようなさまざまなソースに記憶されている。さらに、
特定のサンプルテストを実行しなければならない場合に要求に応じて入手できなければな
らない異なる材料の貯蔵器は現在別に管理されている。
【発明の開示】
【０００８】
　したがって、容易にかつ便利な方法で一箇所の実験室環境の中でサンプルテスト結果お
よびそれぞれの結果コンテキスト情報を管理する方法およびシステムを提供することが望
ましい。
【０００９】
　請求項１の特徴を備えたシステム、請求項１５の特徴を備えた管理装置、および請求項
１８の特徴を備えた方法が提案されている。
【００１０】
　本発明によれば、実験室環境の中でサンプルテスト結果およびそれぞれの結果コンテキ
スト情報を管理するシステムが提供され、システムは、サンプルに対して少なくとも１つ
のテストを実行するように構成された少なくとも１台の分析装置と、データ交換のために
少なくとも１台の分析装置と接続する管理装置とを備える。管理装置は、サンプルテスト
結果およびそれぞれの結果コンテキスト情報を保存し、要求に応じて表示し、予定される
閾値に関してそれぞれの結果コンテキスト情報の少なくとも１つの項目の少なくとも１つ
の実効値を動的に制御し、所定の実行計画予定にしたがって実効値が予定された閾値に一
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致するとすぐに少なくとも１つの処置を開始するように構成されている。
【００１１】
　また、本発明は、実験室環境の中でサンプルテスト結果およびそれぞれの結果コンテキ
スト情報を管理する管理装置も参照する。提案されている管理装置は、サンプルテスト結
果およびそれぞれの結果コンテキスト情報を保存するためのデータベースと、サンプルテ
スト結果およびそれぞれの結果コンテキスト情報を要求に応じて表示できる出力手段と、
少なくとも１つの分析装置からサンプルテスト結果およびそれぞれの結果コンテキスト情
報をダウンロードできる接続手段と、予定されている閾値に関してそれぞれの結果コンテ
キスト情報の少なくとも１つの項目の少なくとも１つの実効値を動的に制御し、所定の実
行計画予定にしたがって実効値が予定された閾値に一致するとすぐに少なくとも１つの処
置を開始することができる手段とを備える。
【００１２】
　さらに、本発明は実験室環境の中でサンプルテスト結果およびそれぞれの結果コンテキ
スト情報を管理する方法も開示する。該方法は、
－少なくとも１台の分析装置によって少なくとも１つのサンプルに対して少なくとも１つ
のテストを実行する工程と、
－少なくとも１台の分析装置から、データ交換のために少なくとも１台の分析装置に接続
されている管理装置に該当するサンプルテスト結果およびそれぞれの結果コンテキスト情
報を転送する工程と、
－サンプルテスト結果およびそれぞれの結果コンテキスト情報を記憶する工程と、
－サンプルテスト結果およびそれぞれの結果コンテキスト情報を要求に応じて表示する工
程と、
－予定されている閾値に関してそれぞれの結果コンテキスト情報の少なくとも１つの項目
の少なくとも１つの実効値を制御する工程と、
－所定の実行計画予定にしたがって、実効値が予定されている閾値に一致した場合に少な
くとも１つの処置を開始する工程と、
含む。
【００１３】
　本発明に係るシステムの一実施形態においては、システムは、測定済みのサンプルを保
管するように構成された少なくとも１台の後分析装置、および／または分析装置のために
サンプルを準備するように構成された少なくとも１台の前分析装置をさらに備える。
【００１４】
　後分析装置および／または前分析装置もデータ交換のために管理装置に接続することが
可能である。
【００１５】
　さらに、少なくとも１台の前分析装置だけでなく、少なくとも１台の後分析装置も提供
される場合には、それらの装置を１台または複数の共通した物理的機器の中で統合するこ
とが可能である。
【００１６】
　本発明に係るシステムの他の実施形態によれば、管理装置は任意の標準ホストインタフ
ェースプロトコルを介して、特にＡＳＴＭまたはＨＬ７を介して１台または複数のホスト
構成要素と通信できる。
【００１７】
　本発明に係るシステムのさらに他の実施形態によれば、管理装置は、管理装置のデータ
ベース内に記憶されているサンプルテスト結果およびそれぞれの結果コンテキスト情報へ
のアクセスを提供し、このようにしてユーザが患者に属する１つまたは複数のサンプルの
サンプルテスト結果およびそれぞれの結果コンテキスト情報を取り出すことができるよう
にするグラフィカルユーザインタフェースを備える。グラフィカルユーザインタフェース
は、ウィンドウ、アイコンおよびメニューを使用し、たとえばコンピュータマウスまたは
キーボードを介してユーザによって操作することが可能であるため、ユーザは一種のダイ
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アログを保持することにより管理装置と効果的に対話できる。ウィンドウは、通常は適切
な表示画面の矩形の部分であり、該表示画面は、一見したところ表示画面の残りとは関係
なく、そのコンテンツ、たとえば、プログラム、アイコンテキストファイル、または画像
を表示できる。一般的には特定のプログラム、ファイル、ディレクトリ、または装置を表
すアイコンを提供できる。したがって、コマンドは、たとえばコンピュータマウス、トラ
ックボール、またはタッチパッドを使用して、最初に表示画面上でポインタをアイコン、
メニュー項目、またはそのオブジェクトを選択するために関心のあるウィンドウに、また
はそれらの上部に移動することによってグラフィカルユーザインタフェースの中で発行で
きる。次に、たとえば、アイコンおよびウィンドウはドラッグすることによって移動する
ことが可能であり、オブジェクトまたはプログラムはそれらのアイコンをクリックするこ
とで開くことができる。
【００１８】
　データベースが管理装置の不可欠な部分である場合がある。代わりに、データベースを
管理装置から分離するが、それと直接的に連絡させることもできる。ユーザは、特定のサ
ンプルテスト結果およびそれぞれの結果コンテキスト情報を表示することを、グラフィカ
ルユーザインタフェースを介して要求できる。この情報は、グラフィカルユーザインタフ
ェースの表示画面の特定のウィンドウの中に直接的に表示できる。しかし、この情報を、
たとえば適切な結果コンテキスト表示画面等の別個の表示画面に表示することも可能であ
る。
【００１９】
　結果コンテキスト情報は、少なくとも以下の項目、つまり、サンプルテストに使用され
る試薬パッケージの試薬ロット番号、サンプルテストに関連して行われる品質管理測定に
使用される品質管理材料の品質管理（ＱＣ）ロット番号、およびサンプルテストと関連し
て較正のために使用される較正器の較正器ロット番号を含むことがある。
【００２０】
　本発明に係るシステムの他の実施形態によれば、サンプルテスト結果およびそれぞれの
結果コンテキスト情報は、分析装置から管理装置に少なくとも部分的には自動的に転送で
きる。
【００２１】
　それにより、標準的なホストインタフェースを介して、サンプルテスト結果およびそれ
ぞれの結果コンテキスト情報を分析装置から管理装置にアップロードすることが可能であ
る。
【００２２】
　代わりに、特に高速ネットワーク接続を介して、サンプルテスト結果およびそれぞれの
結果コンテキスト情報を、分析装置から管理装置にログファイルとして定期的にアップロ
ードすることが可能である。管理装置は、統合データビューのためにログファイルの中か
ら適切な情報をフィルタにかけることができる。ログファイルは、とりわけ、使用された
試薬材料、品質管理材料、較正器のロット番号情報、試薬パックごとの決定数、期限、生
産日等を含んでよい。
【００２３】
　代わりに、結果コンテキスト情報の一部が二次元バーコードの中に取り込むことも可能
である。バーコード情報は管理装置の中に、特に管理装置のデータベースの中にスキャン
することもできる。この情報は、サンプルテストが実行され、結果が分析装置によって管
理装置にアップロードされた後の該当するサンプルテスト結果とリンクされている。
【００２４】
　本発明に係るシステムのさらに他の実施形態によれば、所定の実行計画予定にしたがっ
て実効値が予定されていた閾値と一致するとすぐに管理装置によって開始される少なくと
も１つの処置は、所定の閾値に達したことをユーザに知らせる信号である。このような信
号は音響信号であるか、または管理装置と接続している適切な画面に表示される光信号で
ある場合がある。このような信号の反応では、ユーザは相応して、たとえば命令を活性化
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することによって反応できる。
【００２５】
　このような信号は、特定のサンプルテストを実行するために必要とされる材料の１つが
依然として十分に多い量で入手できない場合に出されることがある。したがって、たとえ
ば予定されている所定の閾値に対応して、異なる必要とされている材料のそれぞれに最小
の量等の目標値を事前に定義することが可能であり、必要とされる材料の内の１つの数が
所定の目標値に一致する、または所定の目標値を受ける（undergoes）とすぐに、手動で
または自動的に、欠けている材料を補充／注文できるように信号が出される。
【００２６】
　代わりに、分析装置によって実行されるテストの特定数として閾値を定義することが可
能である。この数に到達後、管理装置は、たとえば、後に、実行されたテスト数がリセッ
トされた後に続く、分析装置の日常保守をトリガすることができる。
【００２７】
　閾値が特定の期間と一致することもあり得る。それぞれの結果コンテキスト情報の少な
くとも１つの項目から容易に引き出すことができるこの期間を超えると、管理装置は、た
とえば分析装置の性能の評価をトリガできる。適切な処置の動的制御および開始が有効と
なる多くの追加のシナリオを想像できる。任意の使用された項目の期限が超過した場合に
信号が発生し得る。信号は、音響信号または光信号であってもよい。
【００２８】
　本発明に係る方法の他の実施形態では、サンプルテスト結果およびそれぞれの結果コン
テキスト情報が、グラフィカルユーザインタフェースを介して要求に応じて表示される。
【００２９】
　さらに、本発明に係る方法の別の実施形態によれば、サンプルテスト結果およびそれぞ
れの結果コンテキスト情報が、分析装置から管理装置に少なくとも部分的には自動的に転
送されることが可能である。サンプルテスト結果およびそれぞれの結果コンテキスト情報
は、標準的なホストインタフェースを介して分析装置から管理装置にアップロードできる
。
【００３０】
　サンプルテスト結果とともに分析装置から管理装置にアップロードされるアップロード
結果コンテキスト情報は、少なくとも以下の項目を含むことが考えられる。
－サンプルテスト測定に使用される試薬パッケージの試薬ロット番号は、各患者のサンプ
ルテスト結果とともに分析装置から管理装置にアップロードされる。
－分析装置が管理下にあるかどうかをチェックするために品質管理測定に使用される品質
管理材料の品質管理ロット番号も、分析装置によって管理装置にアップロードされる。品
質管理ロット番号の他に、品質管理測定に使用される試薬ロット番号も、品質管理結果が
アップロードされるときに分析装置から管理装置にアップロードされる。
－較正のために使用される較正器の較正器ロット番号は、管理装置にアップロードされる
。較正器ロット番号は、較正プロセスが終了するとすぐにアップロードされる。較正器ロ
ット番号の他に、試薬ロット番号もアップロードされる。
【００３１】
　任意に、較正器ロット番号だけではなく、該当する較正器結果も分析装置から管理装置
にアップロードされる。
【００３２】
　代わりに、分析装置は管理装置に定期的にログファイルをアップロードしていることが
考えられる。ログファイル情報の部分は、各管理レベルの品質管理ロット番号、任意に較
正器の結果を伴う較正器ロット番号、患者結果測定に使用される試薬ロット番号、期限、
決定数、つまりビンのサイズ等の必要とされるそれぞれの結果コンテキスト情報である。
サイズによっては、ログファイルは、高速ネットワーク接続を介して管理装置に転送され
る。管理装置は、統合データビューのためにログファイルの中から適切な情報をフィルタ
にかけている。
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【００３３】
　本発明に係る方法の他の実施形態によれば、二次元バーコードの付いたラベルが各試薬
パッケージ、各品質管理パッケージ、および各較正器パッケージ上で利用できる。それら
の二次元バーコードは、他の情報のほかに、必要とされる試薬ロット情報、品質管理ロッ
ト情報および較正器ロット情報を有する。
【００３４】
　バーコード情報は、管理装置のデータベースの中にスキャンされる。分析装置から受信
される各患者テスト結果と適切な試薬情報により、品質管理情報、および較正器情報がリ
ンクされる。
【００３５】
　本発明に係るシステムは、患者に属する１つまたは複数のサンプルのすべてのサンプル
テスト結果およびそれぞれの結果コンテキスト情報を示すことを目的とする適切な結果コ
ンテキスト表示画面をさらに備える。
【００３６】
　たとえば、特定の患者のサンプルを取り出すため、およびサンプルテスト結果およびそ
れぞれの結果コンテキスト情報を含む対応するサンプル情報を表示するため、グラフィカ
ルユーザインタフェースを介したダイアログが、適切な患者および割り当てられたサンプ
ルのためにシステムのデータベース内でフィルタにかけるために起動される。多くの異な
る検索基準がサポートされていることが考えられる。
【００３７】
　データベースの中で対応するサンプル情報を含む要求されている患者を見つけ出すため
に、たとえば以下の検索基準を使用することが可能である。
－患者ＩＤ（患者アイデンティティ）
－サンプルＩＤ
－患者名
－患者生年月日
－サンプル注文日／時刻
－日付／時刻選択
【００３８】
　これらの検索基準は、患者についての全ての情報および割り当てられたサンプルテスト
結果およびそれぞれの結果コンテキスト情報を見つけ出すために非常に有用である。それ
らの検索基準は、ダイアログのそれぞれの割り当てられた入力フィールドを介して管理装
置の中に送り込むことができる。ダイアログは、それぞれが示されている機能にリンクさ
れている適切なウィンドウ、アイコン、およびメニューによってサポートされている。患
者名、患者ＩＤ、およびサンプルＩＤの入力フィールドの中でいわゆるワイルドカードを
サポートすることが可能である。ワイルドカード文字は、検索手順のあいだに複数の名称
またはラベルを指定する手段として１つまたは複数の文字を表すために使用できる。ワイ
ルドカード文字は、１つまたは複数の文字を表す特殊記号として説明できる。検索手順の
中で、ワイルドカードは、患者記録およびサンプル記録を特定するために使用できる。こ
れにより、ユーザは、ただ一度指定するだけで複数の患者またはサンプルのレコードを選
択できる。
【００３９】
　前述された検索基準および適切な入力パラメータによって、クエリが開始される。この
ようなクエリの結果として、前述した検索基準を満たす全てのサンプルが一覧表示される
。それらのサンプルは、指定された前述の結果コンテキスト表示画面上の適切なウィンド
ウの中に一覧表示できる。サンプルのリストの他に、追加のアイコンが画面上に設けられ
、ユーザが追加の背景情報を表示できるようにすることが可能である。たとえば、第１の
一覧表示されたサンプルの特定の選択された行の追加のサンプル情報を表示するために押
されると起動する詳細ボタンを設けることが可能である。
【００４０】
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　一般的には、前述した結果コンテキスト表示画面を介して実施できる非常に詳細で具体
的なダイアログを開くことが可能である。このようなダイアログのあいだ、サンプルテス
ト結果およびそれぞれの結果コンテキスト情報を含む選択された患者サンプルを一覧表示
することができる。リストは、多くの列のある表の形式で編成できる。それらの列のそれ
ぞれは、患者結果コンテキスト情報を含む、それぞれ患者サンプル情報の１つの特定の項
目に割り当てることができる。それらの情報項目は、たとえば患者サンプルに要求される
テストの指定、要求されたテストの結果、要求されたテストの測定日および測定時刻、テ
スト結果の技術的なバリデーションを実行した特定のバリデータの名前、対応するテスト
結果の医療／臨床バリデーションを実行したバリデータのログイン名等の名前、対応する
分析装置でのそれぞれの患者結果測定時にアクティブな試薬ロット番号、分析装置での対
応する患者結果測定時にアクティブな対応する試薬ロットの試薬ロット期限、および対応
するサンプルテストを実行する分析装置自体を含む。
【００４１】
　サンプルテスト自体に関する情報に加えて品質管理についての全情報を表す対応する表
の中に追加の列または行が設けられる。品質管理情報は、たとえば、管理コード、管理結
果、管理測定日および管理測定時刻、管理バリデータ、管理ロット番号、管理期限、管理
目標値、管理バリデーション違反フラグ、管理コマンドを含む。結果コンテキスト情報に
よって含まれる追加の項目は、較正器名、較正器結果または較正器ステータス、較正器ロ
ット番号、較正器曲線、および較正器期限である。
【００４２】
　適切な結果コンテキスト表示画面に表示される前述した表の中の列、および示すことが
できるさまざまな選択レベルでの列シーケンスが設定可能である。
【００４３】
　グラフィカルユーザインタフェースが、それぞれ特定の機能に割り当てられるボタン、
メニュー、チェックボックス、スクロールバー、およびルーラ等の追加の部品（widget）
を提供する可能性がある。
【００４４】
　本発明は、法律によって定められた施行期間、必須の情報を記憶するための１つのソー
スを提供する。さらに、本発明は、患者の結果およびそれぞれの患者結果コンテキスト情
報を表示するための１つのフロントエンドを提供することを可能にする。本発明によって
、さまざまなソースから出現する必須情報をリンクすることは容易である。患者サンプル
テスト結果およびそれぞれの結果コンテキスト情報に関する情報は、容易かつ便利なアク
セスを介して統合し、配信することができる。コンピュータ支援自動プロセスおよび半自
動プロセスに起因する誤り率は減少し、したがって品質は向上する。本発明は、自動化／
半自動化されたプロセスのためにより少ない管理作業を必要とする。
【００４５】
　本発明は、さらに、コンピュータ可読媒体を備えたコンピュータプログラム製品、およ
びコンピュータプログラムがコンピュータ上で、特に本発明に係るシステム内に取り込ま
れているコンピュータ上で実行されるときに、本発明に係る方法を実施するために適した
プログラムコードを備えた、コンピュータ可読媒体に記憶されるコンピュータプログラム
を対象とする。
【００４６】
　本発明は、コンピュータプログラムがコンピュータ上、特に本発明に係るシステム内に
取り込まれるコンピュータ上で実行されるときに、本発明に係る方法を実行するために適
したプログラムコードを備えたコンピュータプログラムにも関する。
【００４７】
　本発明は、コンピュータプログラムがその上に記憶されるコンピュータ可読媒体にも関
し、コンピュータプログラムは、コンピュータプログラムがコンピュータ上、特に本発明
に係るシステムおよび／または管理装置内に統合されるコンピュータ上で実行されるとき
に、本発明に係る方法を実施するために適したプログラムコードを備える。
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【００４８】
　本発明の追加の特徴および実施形態は、説明および添付の図面から明らかになる。
【００４９】
　明解にするために、本説明はシステムの抽象的な例にも言及する。しかしながら、本発
明の方法およびシステムは、以下の図面において図解されるような特定の例とはかなり異
なるネットワークおよび通信システムを含む幅広い種類のネットワークシステムと動作し
てよい。
【００５０】
　本発明は特定のシステムの用語で説明されている一方、本発明が高度薬品試験所システ
ム、高度実験室ネットワーク、または本発明に係るシステムまたは方法から恩恵を受ける
任意の他の通信システム等の多岐に渡る通信システムに用途があることが理解されるべき
である。本明細書および請求項で使用されるシステムは、コンテキスト上他の意味に解す
べき場合を除き、任意の通信システムで使用されるのに適していることを目的とする。
【００５１】
　本発明は、例示した実施形態によって図面で概略で説明され、図面に関して詳細に説明
されている。明細書が、本発明の範囲をまったく制限せず、単に多様な実現例の説明にす
ぎないことが理解される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５２】
　以下では、類似する構成要素は同等の参照番号で参照される。
【００５３】
　図１は、本発明に係るシステムの実施形態のブロック図を示す。システム１００は、管
理装置１０と、少なくとも１台の分析装置２０と、データベース５０とを備える。管理装
置１０に全て接続可能である複数の分析装置２０を設けることが可能である。さらに、シ
ステム１００は、図示されていない、少なくとも１台の前分析装置および／または後分析
装置も備える場合がある。
【００５４】
　管理装置１０は、リンクＡで示されるようにデータベース５０と接続している。データ
ベース５０は、管理装置１０の中に統合することもできる。管理装置は、線Ｄで示される
ように、ホスト構成要素（図示されず）と接続できる。管理装置１０は、たとえばＡＳＴ
ＭまたはＨＬ７等の標準的なホストインタフェースプロトコルを介して、標準機能セット
付きのこのようなホスト構成要素と通信できる。ホストシステムでは特殊な論理は実現さ
れなくてよい。したがって、それは高速で、容易に、かつ低いリスクで統合できる。
【００５５】
　分析装置２０はサンプルに対して１つまたは複数の特殊なテストを実行できる。このよ
うな特殊なテストは、一般的に試薬パッケージの形で提供される特定の試薬材料を必要と
する。サンプルに対してテストが実施される前に、分析装置２０が管理下にあるかどうか
を確かめるために、品質管理測定が特定の品質管理材料によって実施される。さらに、特
殊な較正器材料は分析装置の較正のためにも使用される。
【００５６】
　テストが患者のサンプルで実行されると、分析装置２０は受信されたサンプルテスト結
果を管理装置１０にアップロードしている。このようなサンプルテスト結果が自動的にま
たは半自動的に管理装置１０の中に転送されることが考えられる。分析装置２０は、それ
ぞれの結果コンテキスト情報とともにサンプルテスト結果をアップロードしている。この
ようなアップロードは、一般的には通信インタフェースを介して行うことができる。アッ
プロードされた結果コンテキスト情報は、対応するテスト結果に割り当てられるまたは関
連付けられるいくつかの項目を含む。サンプルテストに使用されてきた試薬パッケージの
試薬ロット番号は、管理装置１０にアップロードされる。試薬ロット番号は、各患者結果
とともに分析装置２０から管理装置１０にアップロードされる。分析装置２０が管理下に
あるかどうかをチェックするために、品質管理測定に使用される品質管理材料の品質管理
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ロット番号も、品質管理結果がアップロードされるときに分析装置２０から管理装置１０
にアップロードされる。較正のために使用される較正器の較正器ロット番号も、対応する
較正プロセスが終了するとすぐに分析装置２０から管理装置１０にアップロードされる。
任意に、較正器結果は管理装置１０に転送することもできる。
【００５７】
　分析装置の通信回線のスループットに応じて、分析装置は、各単一の患者テスト用紙と
ともに、測定に使用される試薬の試薬ロット番号、この試薬／テストの測定時に有効な全
ての品質管理レベルの品質管理ロット番号、および任意に較正器値および較正器曲線を含
むこの試薬／テストに使用される較正器ロット番号を転送している。
【００５８】
　管理装置１０は、対応するサンプルテスト結果とともに受信した情報をデータベース５
０に転送し、データベース５０で、その結果コンテキスト情報だけではなく患者結果も記
憶し、要求に応じて取り出すことができる。管理装置１０は、ユーザが、たとえば対応す
る結果コンテキスト情報だけではなく特定の患者結果も取り出すため、およびチェックす
るためにそれを介して管理装置に順番にアクセスできるグラフィカルユーザインタフェー
スを提供することが可能である。このようなユーザインタフェースを介して、容易にかつ
便利に１つの場所で情報の完全なセットを表示することができる。
【００５９】
　患者の１つまたは複数のサンプルのそれぞれの結果コンテキスト情報だけではなく患者
サンプルテスト結果を記憶し、要求に応じて表示することができることに加えて、管理装
置１０は、予定されている閾値に関してそれぞれの結果コンテキスト情報の少なくとも１
つの項目の実効値を動的に制御するために結果コンテキスト情報を使用することもできる
。たとえば、試薬パッケージの予定されているストックは管理装置１０の中に記憶し、実
際の試薬の消費と動的に比較することが可能である。実際のストックが、たとえば予定さ
れるストックによって示される所定の値を下回るとすぐに、管理装置１０は所定の実行計
画予定にしたがって少なくとも１つの処置を開始する。このような処置は、たとえばユー
ザに対して、試薬材料の実際のストックが最小レベルに達したことを示すユーザへの信号
の出力である場合がある。代わりに、管理装置１０は、試薬材料の実際のストックが試薬
材料の所定値の並べ替えを受けるとすぐにトリガすることもできる。これは自動的に行う
ことができる。信号は、さまざまな方法で実現できる。これは音響信号、視覚信号、また
は試薬材料の実際のストックを一覧表示するプリントアウトである場合がある。このよう
な信号をどのようにして実現できるのかの多くの追加の考えられる例がある。
【００６０】
　試薬材料に関して説明したように、品質管理材料および較正器に関して、管理装置１０
によって同じ動的制御を実行できる。
【００６１】
　実効値が予定されている閾値に一致するとすぐに開始できる処置は、複数のプロセスシ
ーケンスを最適化するための評価である場合もある。たとえば、実際の消費を評価するこ
とが可能である。
【００６２】
　図２は、本発明に係るシステムの追加の実施形態のブロック図を示す。システム１００
は、管理装置１０と、少なくとも１台の分析装置２０と、データベース５０とを備える。
データベース５０は、リンクＡにより示されるように、管理装置１０に接続される。代わ
りに、データベース５０が、管理装置１０の不可欠な部分である場合もある。管理装置１
０は、再び標準的な通信インタフェースを介してここでは示されていないホスト構成要素
に接続可能である。分析装置２０は、矢印Ｂにより示されているように管理装置１０とデ
ータ交換のために接触している。図２に示されている例では、分析装置２０は管理装置１
０にログファイルを定期的にアップロードしている。ログファイル情報の一部は、分析装
置２０が管理下にあるかどうかを確かめるために、品質管理測定値に使用される品質管理
材料の品質管理ログ番号である。ログファイル情報は、較正器結果および較正のために使
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用される較正器の較正器ロット番号としての較正器情報も含む。ログファイルのサイズの
ため、ログファイルは、高速ネットワーク接続を介して管理装置１０に転送できる。管理
装置１０は、後に、統合データビューのためにログファイルの中から適切な情報をフィル
タにかけている。ここで提案されているようなログファイルは、発生した処置を一覧表示
し、記録するファイルである。分析装置２０は、特定の実際のサンプルテストの成績と関
連付けられたあらゆるロット番号を一覧表示するログファイルを維持できる。試薬のロッ
ト番号情報のほかに、以下の他のデータがログファイルの中で提供される。
－現在利用可能なビンごとの決定数および合計。この情報は、分析装置で利用可能な材料
と現在の消費を比較するために使用することができ、注文のためにストック情報と結合で
きる。
－品質のための期日。「材料はまだ患者結果測定に使用できるのか？」矛盾する場合は、
管理装置で警報を生成できる。
－品質および追跡調査の理由からオペレータのＩＤ。「誰がどの処置を、分析装置上のプ
ロセスのどの時点で実行したのか？」
－品質目的の目標値：管理装置での現在定められている値に対して違いがある場合の警告
情報。
【００６３】
　図３は、本発明に係るシステムの追加の実施形態を示す。システム１００は、ここでは
管理装置１０と、管理装置１０にリンクＡを介して接続するデータベース５０とを備える
。分析装置２０は、リンクＢを介して管理装置１０と接続している。管理装置１０は、さ
らにバーコードスキャナ３０と接続している。接続Ｃを介して、バーコードスキャナ３０
から管理装置１０に、およびリンクＡを介してデータベース５０にデータを転送すること
が可能である。図３に示されている例では、二次元バーコード付きのラベルが、各試薬パ
ッケージ、各品質管理パッケージ、および各較正器パッケージで利用できる。それらの二
次元バーコードは、他の情報のほかに、品質管理情報、およびある特定のサンプルテスト
結果についての完全な情報を示すことが必要とされ、結果コンテキスト情報の一部である
較正器情報を有する。それらのバーコード情報は、管理装置１０のデータベース５０にス
キャンできる。このスキャンは、バーコードスキャナ３０によって実行することができ、
スキャンしたバーコード情報は後で管理装置１０に転送され、データベース５０の中に保
存できる。適切な品質管理情報および較正器情報は、分析装置２０から受信される各患者
テスト結果とリンクされる。すでに図１および図２に関して説明したように、スキャンし
た材料はストック管理に使用される。たとえば試薬材料、品質管理材料、および較正器等
のさまざまな材料の実際のストックについてのこの情報によって、管理装置１０はさまざ
まな材料の実際のストックを動的に管理し、必要な場合、さまざまな材料が、それぞれの
材料の並べ替えをトリガできるように最小値に到達するとすぐに所定の処置を開始するこ
とができる。すでに前述したように、処置はたとえば音響信号または視覚信号のような警
告信号の形で実現することもできる、またはそれは問題の材料の自動的な並べ替えで実現
することもできる。
【００６４】
　図４は、本発明に係るシステムの実施形態の一部である適切な結果コンテキスト表示画
面上で示すことができるような２つの考えられる画面例のシーケンスを示す。結果コンテ
キスト表示画面は、特定の患者に属する１つまたは複数のサンプルの情報を要求に応じて
示すことを目的とする。完全な情報は、サンプルテスト結果およびそれぞれの結果コンテ
キスト情報を含む。以下は、このような機能をどのようにして実現できるのかを説明して
いるにすぎない。
【００６５】
　特定の患者に属するサンプルを取り出すため、および結果コンテキスト情報を含むサン
プル情報を表示するために、グラフィカルユーザインタフェースを介したダイアログが、
適切な患者および割り当てられたサンプルのために管理装置に接続されているデータベー
ス内でフィルタをかけ、検索するために起動される。さまざまな検索基準がサポートでき
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る。管理装置のデータベース内のサンプル情報を含む要求された患者を見つけるための有
効な検索基準は、患者ＩＤ、患者名、患者生年月日、サンプル注文日／注文時刻、サンプ
ルＩＤ、および時刻／日付選択である。それらの検索基準は、図４ａの領域Ａに示される
ようなダイアログのそれぞれの割り当てられた入力フィールドを介して管理装置の中に送
り込むことができる。それらの入力フィールドは、対応するデータベースの中のサンプル
情報を含む要求されている患者を見つけるための有用な検索基準にとって例示的である。
患者名、患者ＩＤおよびサンプルＩＤの入力フィールドにおいてのようないくつかの入力
フィールドでワイルドカードをサポートすることが有用である。
【００６６】
　選択が行われた後、クエリが開始される。実行されたクエリの結果として、特定の患者
に属する、入力された検索基準を満たす全サンプルが一覧表示される。このようなリスト
は、図４ａの領域Ｂに例示的に示されている。図４ａに示されている表４００は４つの異
なる列４０１、４０２、４０３および４０４に分けられる。列４０１はサンプル優先順位
を開示し、列４０２はサンプルＩＤを特定し、列４０３は割り当てられた結果についての
情報およびその結果についての日付と時刻を示し、列４０４はサンプルコメントを示して
いる。図４ａに示されているウィンドウ４０は、適切な結果コンテキスト表示画面に表示
できる。
【００６７】
　異なる入力フィールドのほかに、新しい機能ウィンドウを開くために押すことができる
さまざまな指定ボタンがある。詳細ボタンＣが押されると、黒の背景で示されるような選
択された行のサンプル情報が表示される。図４ａに示される例では、これはサンプル－Ｉ
Ｄ１１１１の付いたサンプルである。ダイアログは図４ｂに示されている。ダイアログは
患者結果コンテキスト情報を含む患者サンプルを示す。列４０５は、「テスト」と題され
ている。この列は、患者サンプルで必要とされるテストを表示する。「結果」と呼ばれる
次の列４０６は、要求されているテストのそれぞれの結果を示す。正常な範囲外で公表さ
れたテスト結果は、設定された警告レベルに応じて黄色または赤の背景色で示される。列
４０７「結果日付および結果時刻」は、テストの測定日および測定時刻を表示する。分析
装置の機能に応じて、分析装置の測定日付および測定時刻または管理装置内での結果の受
信日付および受信時刻がこの列に表示される。列４０８「バリデータ」は、技術的なバリ
デーションおよび／または結果の医療／臨床バリデーションのような特定のバリデーショ
ンを実行したバリデータの管理装置内で設定されるようにログイン名を表示する。次の列
４０９「試薬ロット」は、分析装置上の患者結果測定時にアクティブな試薬ロット番号を
示す。「試薬ロット期限」と呼ばれる、ここに図示されていない追加の列は、分析装置上
での患者結果測定時にアクティブな試薬ロットの期限を示すために提供できる。さらに、
テストを実行した計器を示す追加の列「計器」を設けることができる。
【００６８】
　全ての品質管理レベルにとって、以下の情報は別々の列に示されている。列４１０「管
理コード」は、患者結果が計器で測定された時点でアクティブなコントロールの名前を示
す。列４１１「管理結果」は、患者結果測定時での公表されている管理結果を示す。管理
材料の中のテストの測定日付および測定時刻を表示する列「管理測定日付および測定時刻
」を設けることができる。分析装置の機能に応じて、分析装置の測定日付および時刻また
は管理装置における品質管理結果の受信日付および時刻のどちらかが表示される。品質管
理結果を公表したバリデータの名前を示す「管理バリデータ」のための追加の列を設ける
ことができる。列４１２「管理ロット」は、計器での患者結果測定時にアクティブな管理
ロット番号を示す。品質管理レベルに関する追加列、つまり計器での患者結果測定時にア
クティブな管理の満了時刻を示す「管理期日」の列を設けることができる。計器での患者
結果測定時にアクティブな品質管理材料の中でテストのための目標値を示す「管理目標値
」もここに図示されていない追加列に示すことができる。計器での患者結果測定時の管理
材料の中のテスト結果におそらく割り当てられる違反フラグを示す「管理違反フラグ」と
名前が付けられた追加の列を設けることができる。患者テスト結果が計器で測定された時
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点でのテスト結果について自動的にまたは手動のどちらかで作成されたコメントを示す「
テストコメント」と呼ばれる列を予測することも可能である。
【００６９】
　図４ｂに示されている画面例は、さらに較正器目的に関するいくつかの列を示す。列４
１３「較正器名」は、患者結果測定が計器で行われたときに使用されたテスト較正器の較
正器名を示す。「較正器ロット」と呼ばれる追加の列は、患者結果測定が計器で行われた
ときにアクティブなテストの較正器ロットを示す。たとえば、分析装置でのこのテストの
ための最後の較正の較正器テスト結果を示す「較正器結果」と呼ばれる列のような追加の
列を設けることができる。「較正器曲線」と呼ばれる列は、それらのデータが計器によっ
て提供される場合に、患者結果測定が計器で行われたときに有効なテストのための追加列
に示すことができる。追加の列では、較正器の期限を示すことができる。図４ｂに示され
る画面例に表示される列、および第１レベルでの列のシーケンスが実験室のニーズにした
がって設定できることが注記されなければならない。
【００７０】
　考えられる実現例では、試薬材料、品質管理材料、および較正器の結果コンテキスト情
報は、インテグラ（Integra）４００／８００システムおよびロシュダイアグノスティッ
クス（Roche Diagnostics）のＰＳＭ（プロセスシステムマネージャ）管理ソフトウェア
のために実現される。両方の分析装置とも現在アクティブであり、患者結果測定に使用さ
れている較正器、品質管理材料および試薬のロット情報をアップロードしている。
【００７１】
　結果コンテキスト情報は、インテグラ（Integra）４００／８００ホストインタフェー
ス内で実現される拡張によってアップロードされる。新しいクエリが実現され、ＰＳＭソ
フトウェアがこの情報を取得できるようにする。以下のケースを含む特別なエラー処理が
実現される。
－見つからない材料のロット番号：
ロット番号が検出または定義されていない場合、インテグラ（Integra）４００／８００
システムは特殊文字列（“？？？？？？？”）を送信する。
－入手できない材料の期限：
ロット情報に期限が追加されていない場合、文字列“００／００／００００”が使用され
、アップロードされる。
－ロットのロット情報が１０文字未満である場合、右側のスペースを加える。例：ロット
情報“Ｎ１２３Ａ”は、以下のように拡張される。“Ｎ１２３Ａ［スペース］［スペース
］［スペース］［スペース］”
【００７２】
　以下の拡張は、ホストインタフェース通信プロトコルで実現されている。
【００７３】
較正データの場合：
----------------------------------------------------------------------
｜ ５５ ｜　テストＩＤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｜
----------------------------------------------------------------------
｜ ０１ ｜　結果時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｜
----------------------------------------------------------------------
｜ ０３ ｜　標準速度　　　　　　　　　　　　　　　｜　１ to ｙ＋１　 ｜
----------------------------------------------------------------------
｜ ０４ ｜　較正曲線　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｜
----------------------------------------------------------------------
｜ ０５ ｜　較正器ロット情報　　　　　　　　　　　｜　１ to ３　　　 ｜
----------------------------------------------------------------------
｜ ０９ ｜　試薬ロット情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｜
----------------------------------------------------------------------
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｜ ００ ｜　結果データ　　　　　　　　　　　　　　｜　１ to ｍ　　　 ｜
----------------------------------------------------------------------
｜ ０７ ｜　ＡＢＳサンプルチェック　　　　　　　　｜　０ to ｙ　　　 ｜
----------------------------------------------------------------------

－較正曲線情報は、フィールド０４で計器からＰＳＭにアップロードされる。
－較正器ロット情報はフィールド０５で送信され、特殊な試薬の場合、フィールドは最高
３つのロット番号を含むことができる。
－較正された試薬のロット番号はフィールド０９で送信される。
【００７４】
品質管理データの場合：
----------------------------------------------------------------------
｜ ５５ ｜　テストＩＤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｜
----------------------------------------------------------------------
｜ ０１ ｜　結果時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｜
----------------------------------------------------------------------
｜ ０９ ｜　試薬ロット情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｜
----------------------------------------------------------------------
｜ ０２ ｜　管理ＩＤ　　　　　　　　　　　　　　　｜　１ to ｎ　　　 ｜
---------------------------------------------------
｜ ０６ ｜　管理ロット情報　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　 ｜
---------------------------------------------------
｜ ００ ｜　結果データ　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　 ｜
----------------------------------------------------------------------

－試薬ロット情報は、フィールド０９で計器からＰＳＭにアップロードされる。
－管理ロット情報は、フィールド０６で送信される。テストおよび管理タイプに応じて、
最高６つのロット番号がアップロードされる。
【００７５】
患者サンプルおよび割り当てられたテスト結果の場合
----------------------------------------------------------------------
｜ ５３ ｜　注文ＩＤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｜
----------------------------------------------------------------------
｜ ５５ ｜　テストＩＤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｜
----------------------------------------------------------------------
｜ ０９ ｜　試薬ロット情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｜
----------------------------------------------------------------------
｜ ００ ｜　結果データ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｜
----------------------------------------------------------------------
【００７６】
　患者サンプルのテスト結果ごとに、以下の情報がアップロードされる。
－各テスト結果の試薬ロット情報が、フィールド０９で計器からＰＳＭにアップロードさ
れる。
【００７７】
　テスト結果コンテキスト情報は、以下のとおり、ＰＳＭ管理装置の第１実現工程に表示
される。
【００７８】
　インテグラ（Integra）４００／８００システムは、試薬、管理、および較正器ロット
番号情報を標準的なホストインタフェースを介してアップロードしている。ＰＳＭは適切
なデータベースにこの情報を記憶し、それらを適切な患者サンプルテスト結果にリンクし
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ている。情報は、ユーザによってアクセスすることができ、図５に示されるように表示で
きる。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】本発明に係るシステムの一実施形態の概略ブロック図を示す。
【図２】本発明に係るシステムの他の実施形態の概略ブロック図を示す。
【図３】本発明に係るシステムのさらに他の実施形態の概略ブロック図を示す。
【図４ａ】本発明に係るシステムによって実施可能なダイアログの抜粋を示す。
【図４ｂ】本発明に係るシステムによって実施可能なダイアログの抜粋を示す。
【図５】本発明のさらに他の実施形態によってユーザのために表示できるような画面例を
示す。

【図１】 【図２】
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【図４ｂ】

【図５】
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